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午後３時００分開会 

 

○教育長 それでは、ただいまから本年第４回足

立区教育委員会臨時会を開会いたします。 

  本日の出席委員数は定足数であります。よっ

て会議は成立いたします。 

  それでは、これより審議に入ります。 

 

―───────◇──────── 

 

○教育長 初めに会議録署名員の指名をいたし

ます。本日の会議録署名員に近藤委員、小関委

員をご指名いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

  日程第１ 第４７号議案を議題といたしま

す。 

  教育政策担当係長。 

○教育政策担当係長 日程第１ 第４７号議案

「足立区義務教育施設建設資金積立基金条例

の一部を改正する条例の送付について」以上。 

○教育長 第４７号議案について、荒井教育指導

部長から説明をお願いいたします。 

  教育指導部長。 

○教育指導部長 お手元資料３ページ、第４７号

議案説明資料をご覧ください。 

  足立区義務教育施設建設資金積立基金条例

について、教育ＩＣＴ環境整備に係る内容を規

定するため、本条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

  主な改正内容といたしましては、基金の設置

目的に、『及び義務教育において情報通信技術

を活用するための義務教育施設等の整備（以下

「教育ＩＣＴ環境整備」という。）』を加えま

す。また、基金の処分事由を、「義務教育施設

建設資金」から「義務教育施設建設又は教育Ｉ

ＣＴ環境整備の資金」に改めるものです。 

施行年月日は公布の日からです。新旧対照表

を４、５ページに付けてございますのでご覧い

ただければと思います。 

私からは以上でございます。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これ

より本案の審議に入ります。 

  第４７号議案についてご意見、ご質問があり

ましたら委員のご発言をお願いいたします。何

か質疑はありますか。よろしいですか。 

  ないようですので、これより第４７号議案

「足立区義務教育施設建設資金積立基金条例

の一部を改正する条例の送付について」を採決

いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○教育長 挙手全員であります。よって本案は原

案のとおり議決することにいたします。 

 

────────◇──────── 

 

○教育長 次の日程第２ 第４８号議案から日

程第６ 第５２号議案は、足立区教育委員会会

議規則第１４条第１項のただし書きによる、人

事に関する事件その他の事件でありますので、

非公開の会議としたいと思います。 

  お諮りいたします。第４８号議案から第５２

号議案につきまして、非公開とすることに賛成

の方の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○教育長 挙手全員であります。よって、本議案

につきましては、非公開とさせていただきます。 

 傍聴人の方は、大変申し訳ございませんが、議

場より退席をお願いいたします。 

 

   (傍聴人退席) 

 

─────(非公開議案審議中)──── 

 

   （傍聴人入室） 

─────────◇──────── 

○教育長 よろしいですか。それでは、次に、日
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程第７ 第５３号議案を議題とします。 

  教育政策担当係長。 

○教育政策担当係長 日程第７ 第５３号議案

【「足立区の公の施設等について新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大防止のため利用の特

例を定める条例」に関する教育委員会の意見に

ついて】以上。 

○教育長 第５３号議案について、荒井教育指導

部長から説明をお願いいたします。 

  教育指導部長。 

○教育指導部長 第５３号議案です。説明資料７

ページをお開きください。件名、所管部課名は

記載のとおりでございます。 

  足立区の公の施設等については、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため、施設利用人数の

制限及び施設利用時間の制限等を実施いたし

ます。この条例の制定に当たりまして、区長部

局から教育委員会に意見を求められておりま

すので、教育委員会といたしましては、異議は

ないという形で議案を提案させていただいて

いるものでございます。 

  私からの説明は以上です。 

  ご審議をお願いいたします。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これ

より本案の審議に入ります。第５３号議案につ

いてご意見、ご質問がありましたら委員のご発

言をお願いいたします。何か質疑はありますか。 

  ないようですので、これより第５３号議案

【「足立区の公の施設等について新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大防止のため利用の特

例を定める条例」に関する教育委員会の意見に

ついて】を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり異議なしとして決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○教育長 挙手全員であります。よって、本案は

原案のとおり異議なしとして決することにい

たします。 

○教育長 その他に何かございますか。ないよう

ですので、以上をもちまして、本年第４回足立

区教育委員会臨時会を閉会致します。お疲れさ

までした。ありがとうございました。 

 

 

午後３時１６分閉会 

 



令 和 ２ 年 第 ４ 回 

足 立 区 教 育 委 員 会 臨 時 会 

 

日  時  令和２年５月２８日 木曜日 午後３時００分開議 

会  場    教育委員会室 

 

１ 議 事 日 程 頁 

日程第１  第４７号議案 足立区義務教育施設建設資金積立基金条例の一部を改正する

条例の送付について………………………………………………  ２ 

日程第２  第４８号議案 調停の申立ての送付について…………………………………… 別冊 

日程第３  第４９号議案 調停の申立ての送付について…………………………………… 別冊 

日程第４  第５０号議案 調停の申立ての送付について…………………………………… 別冊 

日程第５  第５１号議案 調停の申立ての送付について…………………………………… 別冊 

日程第６  第５２号議案 調停の申立ての送付について…………………………………… 別冊 

日程第７  第５３号議案 【追加】「足立区の公の施設等について新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止のため利用の特例を定める条例」に関する

教育委員会の意見について……………………………………… 

 

 

 ６ 
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第４７号議案  

   足立区義務教育施設建設資金積立基金条例の一部を改正する条例

の送付について  

 上記の議案を提出する。  

  令和２年５月２８日  

      提出者   足立区教育委員会教育長  定  野   司  

 

   足立区義務教育施設建設資金積立基金条例の一部を改正する条例  

 足立区義務教育施設建設資金積立基金条例（平成４年足立区条例第３

３号）の一部を次のように改正する。  

 題名を次のように改める。  

   足立区義務教育施設建設等資金積立基金条例  

 第１条中「義務教育施設建設の」を「義務教育施設建設及び義務教育

において情報通信技術を活用するための義務教育施設等の整備（以下

「教育ＩＣＴ環境整備」という。）の」に、「足立区義務教育施設建設

資金積立基金」を「足立区義務教育施設建設等資金積立基金」に改める。  

 第６条中「義務教育施設建設資金」を「義務教育施設建設又は教育Ｉ

ＣＴ環境整備の資金」に改める。  

   付  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 （提案理由）  

 足立区義務教育施設建設資金積立基金の処分の目的に教育ＩＣＴ環境

整備の資金を加えるほか、規定を整備する必要があるので、この条例案

を提出いたします。  
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第 ４ ７ 号 議 案 説 明 資 料  

令和２年５月２８日 

件    名 足立区義務教育施設建設資金積立基金条例の一部を改正する条例の送付

について 

所管部課名 教育指導部教育政策課 

内 容 

 

１ 改正の理由 

  足立区義務教育施設建設資金積立基金条例について、教育ＩＣＴ環境 

整備に係る内容を規定するため、本条例の一部を改正する。 

 

２ 主な改正内容 

（１）題名 

   条例の題名を「足立区義務教育施設建設等資金積立基金条例」に 

改正する。 

（２）設置目的（第１条関係） 

   基金の設置目的に、『及び義務教育において情報通信技術を活用す 

るための義務教育施設等の整備（以下「教育ＩＣＴ環境整備」とい 

う。）』を加える。 

（３）処分事由（第６条関係） 

   基金の処分事由を、「義務教育施設建設資金」から「義務教育施設 

建設又は教育ＩＣＴ環境整備の資金」に改める。 
   ※詳細は、別紙「新旧対照表」のとおり。 

 

３ 施行年月日 

  公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 

  

本議案を令和２年第２回足立区議会定例会に提出する。 
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足立区義務教育施設建設資金積立基金条例の一部を改正する条例 新旧対照表 
 

 改  正  前 改  正  後 

○足立区義務教育施設建設資金積立基金条例 

平成４年３月31日条例第33号 

 

 

（設置） 

第１条 義務教育施設建設の資金に充てるため、足立区義務教育施設

建設資金積立基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 

（積立） 

第２条 基金として積み立てる額は、足立区一般会計歳入歳出予算（以

下「予算」という。）の定めるところによる。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ

有利な方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券

に代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる益金は、予算に計上して、この基金に

繰り入れるものとする。 

（繰替運用） 

第５条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻し

の方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰

り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 区長は、必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を

義務教育施設建設資金として処分することができる。 

 

 

○足立区義務教育施設建設等資金積立基金条例 

平成４年３月31日条例第33号 

 

 

（設置） 

第１条 義務教育施設建設及び義務教育において情報通信技術を活用

するための義務教育施設等の整備（以下「教育ICT環境整備」という。）

の資金に充てるため、足立区義務教育施設建設等資金積立基金（以

下「基金」という。）を設置する。 

（積立） 

第２条 基金として積み立てる額は、足立区一般会計歳入歳出予算（以

下「予算」という。）の定めるところによる。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ

有利な方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券

に代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる益金は、予算に計上して、この基金に

繰り入れるものとする。 

（繰替運用） 

第５条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻し

の方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰

り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 区長は、必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を

義務教育施設建設又は教育ICT環境整備の資金として処分すること

ができる。 

別紙 
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 改  正  前 改  正  後 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事

項は、区長が定める。 

 

 

 

 

 

 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事

項は、区長が定める。 

 

 付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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第５３号議案  

   「足立区の公の施設等について新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のため利用の特例を定める条例」に関する教育委員会の

意見について  

 上記の議案を提出する。  

  令和２年５月２８日  

      提出者   足立区教育委員会教育長  定  野   司  

 

   「足立区の公の施設等について新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のため利用の特例を定める条例」に関する教育委員会の

意見について  

 足立区の公の施設等について新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止のため利用の特例を定める条例の制定にあたり、足立区長より教育

委員会の意見を求められたので、これに異議はないものとする。  

 

 （提案理由）  

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、足

立区長より意見を求められたので、この案を提出いたします。  
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第 ５ ３ 号 議 案 説 明 資 料  

令和２年５月２８日 

件    名 
【追加】「足立区の公の施設等について新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止のため利用の特例を定める条例」に関する教育委員会の意見に

ついて 

所管部課名 教育指導部教育政策課 

内 容 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、下記

条例の制定にあたり足立区長から意見を求められた。制定理由を踏まえ、

教育委員会として、これに異議はないものとする。 

 

１ 条例名 

  足立区の公の施設等について新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止のため利用の特例を定める条例 

 

２ 制定理由 

足立区の公の施設等について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

施設利用人数の制限及び施設利用時間の制限等を実施する。これに伴い、

本条例を制定する。 

 

３ 施行年月日 

 公布の日から施行する。 

 

 

今後の方針 

 

議決後、足立区長へ回答する。 
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 足立区の公の施設等について新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた

め利用の特例を定める条例（案） 

 

足立区長及び足立区教育委員会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止のため、規則又は教育委員会規則で定める公の施設その他区民が利用する施

設について、当分の間、条例等に定める利用に関して特例を定めることができ

る。 

  付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



9 
 

２足総総発第９５２号 

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ７ 日 

 

 

足立区教育委員会 

  教育長  定 野  司 様 

 

 

足立区長 

近 藤 弥 生 

 

 

議案に関する教育委員会の意見聴取について 

 

 区長の専決処分により制定する下記の議案について、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第２９条の規定により、貴委員会の意見を求めます。 

 

 

記 

 

（議案名） 

１ 足立区の公の施設等について新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の 

ため利用の特例を定める条例 
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